
玖老勢コミュニティプラザ使用料　料金表

備考

1　利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)
　　以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2　利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の
　　2倍の額とする。
3　利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる
　　使用料の3倍の額とする。
4　使用料を算定する場合において、1時間に満たないものがある場合は、1時間とみなして計算する。
５　使用料の計算において、１０円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。
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